
○移動時間算定のイメージ

山間部

施工箇所

起点①
（Ａ町役場）

会社①
（役場より現場に近い）

会社②
（役場より現場から遠い）

会社③
（入札参加資格を有する企業）

移動時間

対象外

起点②
（B町役場）

※市町村内に入札参加資格を有する企業がいない場合

（例：椎葉村内での特Ａ工事等）

⇒入札参加資格を有する企業が存在する

最寄りの市町町役場を起点とし、移動距離を算定

市町村境界

対象外
（片道45分）

A町
（特A業者無し）

B町
（特A業者有り）

集合場所

【別紙２】


